JA出資型農業法人に対する遊休農地再生・活用奨励事業要領

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定　令和7年4月1日
1.　目　的　
　JA共済連埼玉県本部(以下「県本部」という。)は、全国農業協同組合連合会埼玉県本部(以下「JA全農さいたま」という。)が、JA出資型農業法人(以下「出資法人」という。)によって、地主の高齢化や後継者の不在により耕作ができなくなった遊休農地を地域農業の維持・発展のため再生し、農地として活用する取組みを促進することを踏まえ、JA全農さいたまと連携した奨励施策を実施し、農業生産の拡大を図ることを目的とする。
2.　奨励対象
　奨励の対象は、出資法人が次の所定の条件を満たす遊休農地を再生・整備し、出資法人又は担い手(新規就農者を含む。)が、その対象農地で農作物を生産した場合で、対象遊休農地面積に応じて奨励金を支給する。
　所定の条件を満たす遊休農地は、次の(1)～(2)のいずれかを満たすものとする。
　(1) 農業委員会が農地法第30条第1項による利用状況調査により把握した遊休農地のうち、「農地法の運用について」(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知。)の第3の1の(3)のアの(ウ)のａに区分(緑区分)されている人力・農業用機械で草刈り・耕起・抜根・整地等(以下「草刈り等」という。)を行うことにより、直ちに耕作することが可能となる農地等とする。なお、地主から農地中間管理事業を利用する意向が示された農地に限る。
　 (2) 農地法第31条により申出のあった農地とする。

3.　奨励金の支給対象条件
　 奨励金の支給対象となる条件は、次のとおりとする。
　 (1)　県の各農林振興センターが主導する地域推進会議*1において、関係各機関の協議により対象遊休農地と受け手(出資法人、地域の認定農業者等の担い手、新規就農者)が確認*2されるとともに、農地中間管理機構からJAを通じて出資法人に工事依頼されたものであること。
　 (2)　対象遊休農地の受け手への使用貸借権の設定(6年以上)*3が適正に行われること。
(3)　出資法人は、所定の様式により県本部へ事業実施計画書を提出し、県本部の審査
結果を確認後に再生・整備工事を実施すること。
  ただし、作物の栽培時期等でやむを得ない事情がある場合は、その理由を明記した審査結果前着工届を(様式6)に地域推進会議の確認書を添付のうえ、JA全農さいたま営農支援部を通じて県本部に提出する。
　 (4)　受け手が農業リスク診断を受け、地域貢献活動看板を再生・整備後の対象農地ごとに設置することに同意しているとともに、JA広報誌やウェブサイト等においてJA共済連埼玉から奨励金を受けて遊休農地の解消を図った旨の掲載に努めること。
　 (5)　対象農地の再生・整備工事は、令和8年3月15日までに完了すること。
　 (6)　受け手は、当該農地での耕作を継続的に実施*4すること。
       *1:　令和7年度埼玉県遊休農地対策推進方針(令和６年　月　　日決済)に定める　
　　　　　地域推進会議とする。
       *2:　出資法人は、各農林振興センターから地域推進会議の結果として関係各機関に通知される確認書及び農地中間管理機構からの工事依頼書を(様式4)の実施計画書に添付する。
       *3:　出資法人は、農地中間管理機構と受け手との市町村による農地権利設定の公告の写しを(様式5-2)の実施貼付票に添付する。
       *4:　出資法人は、整備・再生工事の施工後の最初の作付け以降、契約期間内の毎年、継続的な耕作について、(様式7)によりJA全農さいたま営農支援部を通じて県本部に報告する。 
4. 奨励金の支給額　
  奨励金の支給額は、事業対象農地面積10㎡当たり1千円とする。
5. 奨励金の限度額
　奨励金の通算限度額は、1,000万円とする。
6. 奨励金の申請手順
　 (1) 申請書類等
　　　　 送付状及び申請書類は次のとおりとする。
　【送付状】
　〇 (様式 1)  JA出資型農業法人遊休農地再生・活用奨励事業　関係書類送付状　    (出資法人用)
*以下「送付状(様式1)」という。
    〇 (様式 2)　 JA出資型農業法人遊休農地再生・活用奨励事業　関係書類送付状　    (JA用)
*以下「送付状(様式2)」という。
〇 (様式 3)  JA出資型農業法人遊休農地再生・活用奨励事業　関係書類送付状　    (JA全農さいたま営農支援部用)
*以下「送付状(様式3)」という。

【申請書類】
〇 (様式4)　　 JA出資型農業法人遊休農地再生・活用奨励事業実施計画書
〇 (様式5-1)　 JA出資型農業法人遊休農地再生・活用奨励事業申請書
〇 (様式5-2)　 事業の実施が確認できる書類貼付票
〇 (様式6)　　 審査結果前着工届
〇 (様式7)     毎年の作付け報告書
　　　 　
(2) 受付期間

	申請書類
	受付期間（全農営農支援部必着）

	実施計画書*5
	令和７年４月１日～令和７年１２月２０日

	奨励金申請書*6
	令和７年５月１日～令和８年２月２０日


*5 再生・整備工事の実施期間が翌年３月１５日までのものを対象とする。
なお、実施計画書の提出後に事業内容や事業費等に変更が生じた場合は、奨励金申
請書の提出時に変更内容のわかる書類（変更後積算書等）を添付する。
*6 奨励金申請書の受付期間以降に作業が終了する事業に関しては、奨励金申請書の提
出時点における実施計画に基づき奨励する。
なお、事業内容や事業費等に変更が生じることが判明した時点で全農営農支援部へ連絡し、事業が実施されなかった場合には奨励金を返還請求する。

(3) 事業実施前
   出資法人は、3の(1)の地域推進会議に参加するJAの担当部署と連携して、現地調査等の事前調整に協力する。
　①　出資法人は、以下の手続きを行う。
　　ア.　申請書類(様式4の実施計画書)を作成し、送付状(様式1)を添付のうえ、出資主体のJA本店に提出する。
　　イ.　上記ア. の写しを保管する。
　②　出資主体のJA本店は、以下の手続きを行う。
　　ア．出資法人から送付された申請書類に不備がないことを確認する。             イ. 　上記ア. をとりまとめ、送付状(様式2)を添付のうえ、JA全農さいたま営農支　　
援部へ受付期間中に送付する。また、JAを管轄する県の農林振興センターへも申
請書類を送付する。
　　ウ. 上記イ. の写しを保管する。
　③　JA全農さいたま営農支援部は、以下の手続きを行う。
　　ア. 出資主体のJAから送付された申請書類の不備がないことを確認する。
　　イ. 上記ア. をとりまとめ、送付状(様式3)を添付のうえ、県本部へ送付する。
　　ウ. 上記イ. の写しを保管する。

(4)　事業実施計画書の審査・決定
　①　県本部は、以下の手続きを行う。
　　ア. JA全農さいたま営農支援部から送付された申請書類(様式4)及び送付状(様式1、様式2、様式3)をもとに審査を行い、奨励金の対象となる事業かどうかを決定する。
　　イ. 審査結果をJA全農さいたま営農支援部に送付する。
　　ウ. 上記ア. の原本を保管する。
　②　JA全農さいたま営農支援部は、以下の手続きを行う。
　　ア. 県本部から送付された審査結果を確認し、出資主体のJA本店へ送付する。
　　イ. 上記ア. を保管する。
③　出資主体のJA本店は、以下の手続きを行う。
　  ア. JA全農さいたま営農支援部から送付された審査結果を確認し、出資法人へ送付するとともに、JAを所轄する県の農林振興センターへも送付する。
　  イ. 上記ア. を保管する。

(5)　事業実施後
  ①　出資法人は、以下の手続きを行う。
　　ア. 申請書類(様式5-1の申請書)を作成し、送付状(様式1)を添付のうえ、出資主体のJA本店に送付する。
　　イ. 上記ア. の写しを保管する。
　②　出資主体のJA本店は、以下の手続きを行う。
　　ア. 出資法人から送付された申請書類に不備がないことを確認する。
　　イ. 上記ア. をとりまとめ、送付状(様式2)を添付のうえ、JA全農さいたま営農支援部へ受付期間中に送付するとともに、JAを所轄する県の農林振興センターにも送付する。
　　ウ. 上記イ. の写しを保管する。
　③　JA全農さいたま営農支援部は、以下の手続きを行う。
　　ア. 出資主体のJA本店から送付された申請書類に不備がないことを確認する。
　　イ. 上記ア. をとりまとめ、送付状(様式3)を添付のうえ、県本部へ送付する。
　　ウ. 上記イ. の写しを保管する。

(6)　奨励金の審査・決定
　①　県本部は、以下の手続きを行う。
　　ア. JA全農さいたま営農支援部から送付された申請書類をもとに審査を行い、奨励金を支給する事業を決定する。
　　イ. 審査結果通知文書を、JA全農さいたま営農支援部へ送付する。
　　ウ. 上記ア. の原本を保管する。
　②　JA全農さいたま営農支援部は、以下の手続きを行う。
　　ア. 県本部から送付された審査結果通知文書を確認し、出資主体のJA本店へ送付する。
　　イ. 上記ア. の写しを保管する。
　③　出資主体のJA本店は、以下の手続きを行う。
　　ア. JA全農さいたま営農支援部から送付された審査結果通知文書を確認し、出資法人へ送付するとともに、JAを所轄する県の農林振興センターにも送付する。
　　イ. 上記ア. の写しを保管する。

(7)　事業完了後
　①　出資法人は、以下の手続きを行う。
　　ア. 事業完了後、速やかに申請書類(様式5-2の実施貼付票)を対象農地ごとに5部作成し、送付状(様式1)を添付のうえ、4部を出資主体のJA本店に送付する。
　　イ. 上記ア．の1部を保管する。
　②　出資主体のJA本店は、以下の手続きを行う。
　　ア. 出資法人から送付された申請書類に不備がないことを確認する。
　　イ. 送付状(様式2)を添付のうえ、申請書類の2部をJA全農さいたま営農支援部に送付する。また、JAを管轄する県の農林振興センターへも申請書類の1部を送付する。
　　ウ. 上記イ. の1部を保管する。
　③　JA全農さいたま営農支援部は、以下の手続きを行う。
　　ア. 出資主体のJA本店から送付された申請書類に不備がないことを確認する。
　　イ. 送付状(様式3)を添付のうえ、申請書類の1部を県本部に送付する。
　　ウ. 上記イ. の1部を保管する。

(8)　奨励金の支給
　　 県本部は、出資法人へ奨励金を支給する。

7　その他
　  入手した個人情報については、JA、埼玉県農業協同組合中央会、全国農業協同組合連
合会埼玉県本部、全国共済農業協同組合連合会埼玉県本部、埼玉県農林部(農林振興セ
ンター等)、埼玉県農林公社、埼玉県内市町村及び農業委員会において共同利用する。
　　また、本奨励事業の実施において判断しかねる事項が生じた場合は、JA共済連埼玉
県本部長の決裁により判断するものとする。

付　則
　この要領は、令和８年３月３１日までに完了する事業に対して適用する。
　この要領の適用期間は、令和８年３月３１日までとする。


　

　












様式１（出資法人→JA→JA全農さいたま営農支援部ｰ→県本部）

令和　　年　　月　　日
全国共済農業協同組合連合会 埼玉県本部
管理部　企画管理グループ 御中

出資法人名　　　　　　　　　　
担当部署　　　　　　　　　　　　　　　　
担当者　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＥＬ　　　　　　－　　　　－　　　　　

遊休農地再生・活用奨励事業
関係書類送付状（出資法人用）

標記の奨励事業の関係書類を送付します。

   ○送付書類（該当するものにチェックを入れてください）

事業実施計画書　　奨励金申請書

	№
	申請書類
	申請数

	１
	（様式4）
	件

	２
	（様式5-1）
	件

	３
	（様式5-2）
	件

	４
	
	件

	５
	
	件

	６
	
	件

	７
	
	件






様式2（JA→JA全農さいたま営農支援部ｰ→県本部）



令和　　年　　月　　日

（JA→全農営農支援部ｰ→県本部）



全国共済農業協同組合連合会 埼玉県本部
管理部　企画管理グループ 御中

〇〇農業協同組合　
担当部署　　　　　　　　　　　　　　　　
担当者　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＥＬ　　　　　　－　　　　－　　　　　

遊休農地再生・活用奨励事業
関係書類送付状（JA用）

標記の奨励事業の関係書類を送付します。

   ○送付書類（該当するものにチェックを入れてください）

事業実施計画書　　奨励金申請書

	№
	申請書類
	申請数

	１
	（様式4）
	件

	２
	（様式5-1）
	件

	３
	（様式5-2）
	件

	４
	
	件

	５
	
	件

	６
	
	件

	７
	
	件

	
	
	




様式3（JA全農さいたま営農支援部ｰ→県本部）


令和　　年　　月　　日
全国共済農業協同組合連合会 埼玉県本部
管理部　企画管理グループ 御中


JA全農さいたま営農支援部　
担当部署　　　　　　　　　　　　　　　　
担当者　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＥＬ　　　　　　－　　　　－　　　　　

遊休農地再生・活用奨励事業
関係書類送付状（JA全農さいたま用）

標記の奨励事業の関係書類を送付します。

   ○送付書類（該当するものにチェックを入れてください）
事業実施計画書　　奨励金申請書
	№
	申請書類
	申請数

	１
	（様式4）
	件

	２
	（様式5-1）
	件

	３
	（様式5-2）
	件

	４
	
	件

	５
	
	件

	６
	
	件

	７
	
	件

	
	
	

	
	
	

	
	
	



様式4


令和　　年度　JA出資型農業法人遊休農地再生・活用奨励事業実施計画書
1　事業対象農地等
	[bookmark: _Hlk189135486]市町村名
	農地番号
	実農地面積
	農地面積*1
	農　地　地　番
	地主氏名
	耕作者氏名
	左の属性*2

	
	1 
	　 ㎡
	       ㎡ 
	
	
	
	

	
	②
	　　  ㎡　　
	　 　　㎡
	
	
	
	

	
	③
	㎡
	㎡
	
	
	
	

	
	④
	㎡　　　
	㎡
	
	
	
	

	
	⑤
	㎡
	㎡
	
	
	
	

	
	⑥
	㎡
	㎡
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk189135550]*1:　左欄の農地実面積の10㎡未満を切り捨てて記載する(補助対象農地面積)。
*2:　認定農業者、地域担い手、新規就農者、出資法人の別を記載する。

2　耕作予定等
	農地番号
	耕作予定作物
	耕作開始予定年月
	備　　　　　　　　　　　　考

	①
	
	
	

	②
	
	
	

	③
	
	
	

	④
	
	
	

	⑤
	
	
	

	⑥
	
	
	



3　奨励金額
	農地番号
	農地面積
	奨励金額*3
	整備・再生工事の内容(実施予定を〇で囲む)

	①
	　  ㎡
	  　千円 
	雑草刈払・雑草集積・雑草運搬・均平作業・深耕・土壌改良剤・堆肥

	②
	㎡
	千円
	雑草刈払・雑草集積・雑草運搬・均平作業・深耕・土壌改良剤・堆肥

	③
	㎡
	千円
	雑草刈払・雑草集積・雑草運搬・均平作業・深耕・土壌改良剤・堆肥

	④
	㎡
	千円
	雑草刈払・雑草集積・雑草運搬・均平作業・深耕・土壌改良剤・堆肥

	⑤
	㎡
	千円
	雑草刈払・雑草集積・雑草運搬・均平作業・深耕・土壌改良剤・堆肥

	⑥
	㎡
	千円
	雑草刈払・雑草集積・雑草運搬・均平作業・深耕・土壌改良剤・堆肥

	合　計
	㎡
	千円
	


*3:　農地面積×1千円/10㎡で算出する。

4　添付資料
・対象遊休農地の位置を示す地図
・県農林振興センターからの対象遊休農地と受け手が記載された確認書
・農地中間管理機構(県農林公社)からの工事依頼書

様式5-1



令和　　年度　JA出資型農業法人遊休農地再生・活用奨励事業申請書
1　事業対象農地等
	市町村名
	農地番号
	農地面積*1
	農　地　地　番
	地主氏名
	耕作者氏名
	左の属性*2

	
	①
	       ㎡
	
	
	
	

	
	②
	㎡
	
	
	
	

	
	③
	㎡
	
	
	
	

	
	④
	㎡
	
	
	
	

	
	⑤
	㎡
	
	
	
	

	
	⑥
	㎡
	
	
	
	


*1:　実農地面積の10㎡未満を切り捨てて記載する。
*2:　認定農業者、地域担い手、新規就農者、出資法人の別を記載する。

2　奨励金額
	農地番号
	農地面積
	奨励金額*3
	整備・再生工事の内容(実施予定を〇で囲む)

	①
	      ㎡
	 　 千円  
	雑草刈払・雑草集積・雑草運搬・均平作業・深耕・土壌改良剤・堆肥
その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	②
	㎡
	千円
	雑草刈払・雑草集積・雑草運搬・均平作業・深耕・土壌改良剤・堆肥
その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	③
	㎡
	千円
	雑草刈払・雑草集積・雑草運搬・均平作業・深耕・土壌改良剤・堆肥
その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	④
	㎡
	千円
	雑草刈払・雑草集積・雑草運搬・均平作業・深耕・土壌改良剤・堆肥
その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	⑤
	㎡
	千円
	雑草刈払・雑草集積・雑草運搬・均平作業・深耕・土壌改良剤・堆肥
その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	⑥
	㎡
	千円
	雑草刈払・雑草集積・雑草運搬・均平作業・深耕・土壌改良剤・堆肥
その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	合　計
	㎡
	千円
	



*3:　農地面積×1千円/10㎡aで算出する。

	    J A 全 農 さ い た ま 営 農 支 援 部 記 入 欄

	管理者
	担当者
	農業リスク診断実施
	受付日

	
	
	済　　　　予定
	



事業の実施が確認できる書類　貼付票　（実施貼付票）様式5－２


事業の実施が確認できる写真　貼付欄
　　　　　　　　①　再生工事施工前の写真
　　　　　　　 　②　再生工事施工中の写真
　　　　　　　　 ③　再生工事完了後の写真(地域貢献活動看板も含めて)
　　　　　　　　【④　作物作付け時の写真】　




	
	

	


	◎添付資料
	・農地中間管理機構(県農林公社)と受け手との農地権利設定に係る公告の写し
	・地域貢献活動看板の設置個所を明示した対象遊休農地の図面
	実施報告書

	
対象農地地番
(農地番号)

	
再生工事実施期間　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	
再生工事実施内容　　雑草刈払・雑草集積・雑草運搬・均平作業・深耕

　　　　　　　　　　土壌改良剤投入・堆肥投入・その他(　　　　　　　　　)


	
再生工事対象面積　　　　　　　
	　　　
　　　　　　    ㎡
	再 生 工 事 費

	                千円

	
	
	奨　励　金　額
	　　　　　　　　千円


	


証 明 欄
実施貼付票（様式5－２）の内容について、相違ありません。
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

様式6

令和　年度　遊休農地再生・活用奨励事業審査結果前着工届
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
全国共済農業協同組合連合会 埼玉県本部
管理部　企画管理グループ 御中

出資法人名　　　　　　　　　　
担当部署　　　　　　　　　　　　　　　　
担当者　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＥＬ　　　　　　－　　　　－　　　　　

JA出資型農業法人に対する遊休農地再生・活用奨励事業要領(令和７年　月　日制定)
　3の(3)の規定に基づき、下表の再生工事事業について、下記条件を了承の上、審査結果　　
　前に着工することとしたいので届出する。
記
　・審査結果を受けるまでの期間内に、不可抗力を含むあらゆる事由によって損失を生じた場合、当該損失は、自らが負担するものとすること。

	市町村名
	農地面積*1
	奨励金予定額*2
	農　地　地　番
	地主氏名
	耕作者氏名

	
	        ㎡ 
	        千円
	
	
	

	
	　 　　㎡
	千円
	
	
	

	
	㎡
	千円
	
	
	



	着工予定年月日
	竣工予定年月日
	理　　　由

	
	
	

	
	
	

	
	
	


*1:実農地面積の10㎡未満を切り捨てて記載する。
*2:農地面積×1千円/10㎡で算出し記載する。
*地域推進会議の確認書を添付する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日様式7

全国共済農業協同組合連合会 埼玉県本部
管理部　企画管理グループ 御中

出資法人名　　　　　　　　　　
担当部署　　　　　　　　　　　　　　　　
担当者　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＥＬ　　　　　　－　　　　－　　　　　

遊休農地再生・活用奨励事業　作付け状況報告書
1　事業対象農地等
	市町村名
	農地番号
	農地面積*1
	農　地　地　番
	耕作者氏名

	
	①
	       ㎡
	
	

	
	②
	㎡
	
	

	
	③
	㎡
	
	

	
	④
	㎡
	
	

	
	⑤
	㎡
	
	

	
	⑥
	㎡
	
	


*1:　実農地面積の10㎡未満を切り捨てて記載する。

2　作物栽培状況
	農地番号
	耕作作物名
	耕作開始年月
	作物の栽培・生育状況

	①
	
	
	

	②
	
	
	

	③
	
	
	

	④
	
	
	

	⑤
	
	
	

	⑥
	
	
	




参　考

JA出資型農業法人に対する遊休農地再生・活用奨励事業要領7に基づく運用について
1　要領3(1)関係に係る運用について
　　再生工事依頼を受けた出資法人は、再生工事を委託することができるものとする。なお、その際、出資法人は、奨励金支給額の5％を事務費とし、残金を再生工事受託者に支払うことができることとする。
【理　由】
　・出資法人は、農作業受託や農業経営受託で1年中忙しく、従業員数も少ない状況である。日程が合えば、遊休農地の再生工事について、実施したいとの意向を示しているが、困難な場合が多い状況となっている。そのため、対象となる遊休農地を借り受ける担い手や地域の大規模法人、埼玉県農林公社等で施工能力のある者がいる場合に再生工事を委託できることとする。
　・また、その際、出資法人には、申請書の作成等の事務が生じるため、その事務経費として、5％(土地改良事業における事業事務費の計上可能率)を「できる」こととして運用する。

2　要領6(7)の①のア関係に係る運用について
　　　様式5-2の実施貼付票の添付資料「農地中間管理機構(県農林公社)と受け手との農地権利設定に係る公告の写し」については、農地の受け手となる耕作者が県農林公社に提出した「農地中間管理事業法に基づく借受申出書」又は、耕作者が市町村(農業委員会)に提出した「農地利用権設定など申出書」に代えることができる。





農林振興センターの確認書例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発　　　　　　　番
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　5年　　月　　日
関係各機関(市町村・農業委員会・農地中間管理機構・JA)
全国農業協同組合連合会　埼玉県本部長　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉県〇〇農林振興センター所長


　　　遊休農地対策に係る地域推進会議(〇〇市・町)の開催結果について(通知)
このことについて、令和７年　　月　　日に開催した地域推進会議の結果については、下記のとおり確認しました。
記

1　事業対象農地等
	[bookmark: _Hlk189136012]市町村名
	農地番号
	実農地面積
	農地面積*1
	農　地　地　番
	地主氏名
	耕作者氏名
	左の属性*2

	
	①
	　 ㎡
	       ㎡ 
	
	
	
	

	
	②
	　　  ㎡　　
	　 　　㎡
	
	
	
	

	
	③
	㎡
	㎡
	
	
	
	

	
	④
	㎡　　　
	㎡
	
	
	
	

	
	⑤
	㎡
	㎡
	
	
	
	

	
	⑥
	㎡
	㎡
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk189136076]*1:　左欄の農地実面積の10㎡未満を切り捨てて記載する(補助対象農地面積)。
*2:　認定農業者、地域担い手、新規就農者、出資法人の別を記載する。

2　再生工事実施者
　・工事実施者　　　〇〇〇〇〇〇　(出資法人)

　・作業受託者　　　〇〇〇〇〇〇
埼玉県農林公社からの再生工事依頼書例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　令和　　年　　月　　日
　ＪＡ〇〇　　御中
　〇〇〇〇（出資法人名）　御中

公益社団法人　埼玉県農林公社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長
遊休農地再生・活用奨励事業　再生工事依頼書
　農地中間管理事業による中間管理権を設定するため、下記の農地の遊休農地再生工事を依頼します。

1　事業対象農地等
	市町村名
	農地番号
	実農地面積
	農地面積*1
	農　地　地　番
	地主氏名
	耕作者氏名
	左の属性*2

	
	①
	　 ㎡
	       ㎡ 
	
	
	
	

	
	②
	　　  ㎡　　
	　 　　㎡
	
	
	
	

	
	③
	㎡
	㎡
	
	
	
	

	
	④
	㎡　　　
	㎡
	
	
	
	

	
	⑤
	㎡
	㎡
	
	
	
	

	
	⑥
	㎡
	㎡
	
	
	
	


*1:　左欄の農地実面積の10㎡未満を切り捨てて記載する(補助対象農地面積)。
*2:　認定農業者、地域担い手、新規就農者、出資法人の別を記載する。

2　再生工事・耕作予定等
	農地番号
	耕作作物名
	耕作開始年月
	中間管理権設定年月
	備　考

	①
	
	
	
	

	②
	
	
	
	

	③
	
	
	
	



3　添付資料
・対象遊休農地の位置を示す地図、
・対象遊休農地の荒廃程度が分かる写真等

出資法人からの再生工事依頼書(委託)例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　令和　　年　　月　　日

　〇〇〇〇（依頼先名）　様

出資法人名　　　　　　　　　　
担当部署　　　　　　　　　　　　　　　　
担当者　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＥＬ　　　　　　－　　　　－　　　　　


遊休農地再生・活用奨励事業　再生工事作業依頼書
　下記の対象農地について、再生工事の作業を依頼します。
　なお、作業に当たっては、施工前、施工中、完了後の写真を撮影し、別添の口座番号
通知書とともに、令和　年　月　日までに提出してください。
記
1　対象農地等
	市町村名
	農地番号
	農地面積
	農地地番
	地主氏名
	作業単価
	作業料金*1

	
	①
	㎡       
	
	
	950円/10㎡
	千円

	
	②
	㎡　 　　
	
	
	
	千円

	
	③
	㎡
	
	
	
	千円

	[bookmark: _Hlk88826578]合　　　　　　計
	千円


*1:　1000円未満は、切り捨てて記載する。

3　添付資料
・対象遊休農地の位置を示す地図



口座番号通知書
令和　　年　　月　　日　
　〇〇〇〇（出資法人名）
　〇〇〇長  　○○　○○　様

　　　　　　　　　　　　　住　　所　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　氏　　名                            印

　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

　遊休農地再生・活用奨励事業　再生工事作業が完了しましたので、作業料金を下記の口座に振り込むようお願いします。
記
※どちらか１つをご記入ください。
《銀行等》*口座は、作業実施者本人名義のものに限ります。

	農協・銀行・その他
	金融機関名
	
	
1：農　協

3：信用金庫

5：労働金庫

	
2：銀　行

4：信用組合

(　　　　)

	金融機関コード

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	支　店　名
	
	
1:本店営業部

3:支　店

5:本　所

	
2:本　店

4:出張所

6:支　所

	店番コード

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	預金種目
(○で囲む)
	1:普　通
2:当　座
	口座番号
(左詰めで記入)
	
	
	
	
	
	
	

	
	フリガナ
	

	
	口座名義人
	



《ゆうちょ銀行》*口座は、契約者ご本人名義のものに限ります。

	ゆうちょ銀行
	通帳記号
	1
	
	
	
	0
	口座番号
(左詰めで記入)
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	フリガナ
	

	
	口座名義人
	


※裏面の記入例を参考に、はっきりとご記入願います。
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＊記入例を参考に、お手持ちの通帳とご照合の上、ご記入願います。記入例


該当する種類の番号を〇で囲んで下さい。
間違えやすい支店名にご注意下さい。



	農協・銀行・その他
	金融機関名
	銀行・農協名等
	
1：農　協

3：信用金庫

5：労働金庫

	
2：銀　行

4：信用組合

(その他)

	金融機関コード

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	支　店　名
	支店名
	
1:本店営業部

3:支　店

5:本　所

	
2:本　店

4:出張所

6:支　所

	店番コード

	
	
	
	
	
	1
	2
	3

	
	預金種目
(○で囲む)
	1:普　通
2:当　座
	口座番号
(左詰めで記入)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	フリガナ
	サイタマ　タロウ

	
	口座名義人
	埼玉　太郎


口座番号等は預金通帳で確認の上、左詰めでハイフンを省略してご記入下さい。
預金者名を正確にご記入下さい。法人の場合は、代表取締役名、氏名を省略せずにご記入下さい。




	ゆうちょ銀行
	通帳記号
	1
	1
	2
	3
	0
	口座番号
(左詰めで記入)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	1

	
	フリガナ
	サイタマ　タロウ

	
	口座名義人
	埼玉　太郎



＊記入に誤りがありますと、何度もお手数をお掛けすることになりますので、正確にご記入願います。
　＊記入する際は、ご自身の通帳を確認しながらお願いします。
　＊原則として、作業実施者本人名義の口座のみとなります。

[口座番号通知書の取扱いについて]
｢口座番号通知書｣に記入していただいた氏名、住所、口座番号等の個人情報は、口座振込以外の目的には利用しません。＜書類を送付される際のお願い＞
次の順番に書類を並べて、送付ください。

先頭　　①「送付状（様式３）」（県本部・中央会作成分）
　　　　　②「確認表（様式５）」（県本部・中央会作成分）
　　　　　③「送付状（様式２）」（ＪＡ作成分）
　　　　　④「申請書（様式１）」（申請者作成分）
　　　　　⑤「貼付票（様式４）」（申請者作成分）
　　　　　※領収書等貼付のこと
　　　　　⑥助成を証明する書類
末尾　　⑦実施が確認できる資料
＜書類を送付される際のお願い＞
次の順番に書類を並べて、送付ください。

先頭　　①「送付状（様式３）」（県本部・中央会作成分）
　　　　　②「確認表（様式５）」（県本部・中央会作成分）
　　　　　③「送付状（様式２）」（ＪＡ作成分）
　　　　　④「申請書（様式１）」（申請者作成分）
　　　　　⑤「貼付票（様式４）」（申請者作成分）
　　　　　※領収書等貼付のこと
　　　　　⑥助成を証明する書類
末尾　　⑦実施が確認できる資料
＜書類を送付される際のお願い＞
次の順番に書類を並べて、送付ください。

先頭　　①「送付状（様式３）」（県本部・中央会作成分）
　　　　　②「確認表（様式５）」（県本部・中央会作成分）
　　　　　③「送付状（様式２）」（ＪＡ作成分）
　　　　　④「申請書（様式１）」（申請者作成分）
　　　　　⑤「貼付票（様式４）」（申請者作成分）
　　　　　※領収書等貼付のこと
　　　　　⑥助成を証明する書類
末尾　　⑦実施が確認できる資料
＜書類を送付される際のお願い＞
次の順番に書類を並べて、送付ください。

先頭　　①「送付状（様式３）」（県本部・中央会作成分）
　　　　　②「確認表（様式５）」（県本部・中央会作成分）
　　　　　③「送付状（様式２）」（ＪＡ作成分）
　　　　　④「申請書（様式１）」（申請者作成分）
　　　　　⑤「貼付票（様式４）」（申請者作成分）
　　　　　※領収書等貼付のこと
　　　　　⑥助成を証明する書類
末尾　　⑦実施が確認できる資料
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